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第１章  総   則 

 

第１条 （根拠） 

ウオロク労働組合規約により、ウオロク労働組合共済会を設置する。 

当組合の共済は、この規約によって全て処理される。 

 

第２条 （目的） 

 本規約は、組合員並びその家族に慶弔があった場合、相互扶助の精神に基づき、共済給付金を支給するこ 

とを以って、より友愛と連帯を図ることを目的とする。 

 

 

第２章  機  関 

 

第３条 （支給範囲） 

（１） 結婚 

（２） 出生 

（３） 小学校入学 

（４） 中学校入学 

（５） 退職または組合員の資格を失ったもの 

（６） 死亡 

（７） 傷病 

 

第４条 （支給条件） 

（１） 結婚 組合員、組合員の子供 

（２） 出生 組合員、組合員の子供（同居のみ） 

（３） 小学校入学 組合員の子供 

（４） 中学校入学 組合員の子供 

（５） 退職または組合員の資格を失ったもの 組合員、１年以上組合員であること（懲戒免職は除く） 

（６） 死亡 組合員、その配偶者、子供、両親、及び２親等同居家

族 

（７） 傷病 組合員、連続して７日以上して休業したとき、以後３

０日間経過毎に計算する 

  

第５条 （支給額） 

   正社員 パートナー 

（１） 結婚 ａ．組合員 

ｂ．組合員の子供 

３０，０００円 

２０，０００円 

３０，０００円 

２０，０００円 

（２） 出生 ａ．組合員 

ｂ．組合員の子供 

２０，０００円 

１０，０００円 

２０，０００円 

１０，０００円 

（３） 小学校入学 ａ．組合員の子供  ３，０００円 ３，０００円 
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   正社員 パートナー 

（４） 中学校入学 ａ．組合員の子供 ３，０００円 ３，０００円 

（５） 退職または組合員の資格を 

失ったもの 

ａ．支給対象期間を組合員となった日より１２ヶ月以上とする。 

  ｂ．組合加入時の月、並びに退職時の月は１ヶ月に算定する。 

  ｃ．① 正社員組合員の支給額は月額５００円とし組合加入月 

数に乗じる。 

  ② ６ｈ以上パートナー組合員の支給額は月額３００円 

  とし組合加入月数に乗じる。 

  ③ ６ｈ未満パートナー組合員の支給額は月額２００円 

とし組合加入月数に乗じる。 

  ｄ．① 正社員組合員の組合加入月の対象とする起算月は組合 

結成の昭和５７年３月１日以降とする。 

  ② ６ｈ以上パートナー組合員の組合加入月の対象とす 

る起算月は平成２３年１２月１日以降とする。 

  ③ ６ｈ未満パートナー組合員の組合加入月の対象とす 

る起算月は平成２５年６月１日以降とする。 

  ｅ．支給方法は原則として指定口座に振込みとする。 

（６） 死亡 ａ．組合員 １００，０００円 ５０，０００円 

  ｂ．組合員の配偶者 ５０，０００円 ２０，０００円 

  ｃ．組合員の子供 ２０，０００円 １０，０００円 

  ｄ．組合員の両親（同居） ２０，０００円 １０，０００円 

  ｅ．組合員の両親（別居） ２０，０００円 １０，０００円 

  ｆ．２親等同居家族 ５，０００円 ０円 

  ＊ ａ～ｆ 弔電 ａ～ｅ ２１，０００円の生花 

（７） 傷病 ａ．組合員 ７日間 ２０，０００円 １０，０００円 

   ＊休業した場合に限る  以後１ヶ月毎 ２０，０００円 １０，０００円 

   

第６条 （必要書類） 

（１） 組合員本人結婚 住民票添付 

（２） 組合員子供結婚 住民票添付 

（３） 組合員出生 住民票添付 

（４） 組合員子供出生（子） 住民票添付 

（５） 小学校入学 入学案内書の写しまたはクラス名簿 

（６） 中学校入学 入学案内書の写しまたはクラス名簿 

（７） 退職または組合員の資格を失ったもの 所属長の確認 

（８） 死亡 所属長の確認 人事部から連絡 

（９） 傷病 診断書及び所属長の確認 
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第７条（全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟の見舞金制度） 

給付適用区分 
給付金額 

組合員 

会員死亡 ２００，０００円 

配偶者死亡（事実上の婚姻関係も含む） ５０，０００円 

家族死亡（２親等までの血族・病死は対象外） ２０，０００円 

病気休業（３０日以上休業・組合員のみ） １５，０００円 

負傷休養（３０日以上休業・組合員のみ） １５，０００円 

住
宅
被
災 

有
扶
養
者 

・家族と同居の住居 全焼・流失・全損 １５０，０００円 

・単身赴任中の家族の住居 半焼・半損・床上浸水 ８０，０００円 

・単身赴任中の本人の住居 
全焼・流失・全損 ５０，０００円 

半焼・半損・床上浸水 ３０，０００円 

無
扶
養
者 

・家族と同居の住居 
全焼・流失・全損 １００，０００円 

半焼・半損・床上浸水 ５０，０００円 

・本人の住居 
全焼・流失・全損 １００，０００円 

半焼・半損・床上浸水 ５０，０００円 

・９０日以内に申請されない場合は無効 

・上部団体への給付申請から給付まですべて組合が窓口 

 

 

第３章  運  営 

 

第７条 （共済業務の所管） 

 共済業務の所管は、福利厚生部とする。 

 

第８条 （申請の手続き） 

 役員は次の職責をもつ。 

  （１） 共済給付金を受けるべき事由が発生したときは、速やかに支部長まで所定の用紙により申請す 

ること。 

  （２） 支部長は、執行委員長にその給付金を申請する。但し、緊急を要し、本規約の手続きを取れな 

い場合は、出来るかぎり本規約の主旨に添って会計が処理し、執行委員長及び、中央委員会に事 

後報告する。 

  （３） 事前に給付金を受けるべき事由が確定している場合は、当日より、１週間以前に所定の手続き 

をとること。 

   

第９条 （時効） 

 申請に際しては、事由発生より９０日以内に手続きをされないと無効にする。ただし、休業によりやむ無

く提出ができない場合は、職場復帰後、３１日以内に手続きすることとする。 
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第１０条 （適用除外） 

 次に定める者は、適用除外とする。 

（１）  非組合員 

（２）  組合員の資格を失ったもの 

   

第１１条 （共済給付金審査委員会） 

 第１０条に疑義が生じた場合、執行委員の命により執行委員から若干名を以て共済給付金審査委員会を設 

置する。 

 

第１２条 （請求書類） 

 審査委員会での結果、疑義を解決するために、必要と思われる書類を請求当事者に提出願う場合がある。 

 

第１３条 （規約に関する疑義） 

この規約について解釈上疑義がある場合は、執行部へ意見をだし、中央委員会決裁により、改訂を大会 

または、臨時大会に付議する。 

 

第１４条 （実施時期） 

（１） この規約は１９７９年４月１日より実施する。 

   ・一部変更し、２０１６年 ２月２５日より実施する。 

・一部変更し、２０１７年 ２月２３日より実施する。 

・一部変更し、２０１８年 ２月２２日より実施する。 

（２） １９７９年４月１日～１９７９年７月１日について、第１０条に該当する申請については、 

    請求を承認する。 

 

以上 


